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2026 年（令和 8年） 4 月 10日 

発 行 : 千 田 交 流 館 

福山市千田町三丁目１９－１２ 

℡ 084－９５５－００２３ 

 

千田交流館だより 
senda-krk@city.fukuyama.hiroshima.jp 

Ｗｅｂ版の 
千田交流館
だよりは 
こちらから 
どうぞ！ 

 

◎利用時間… ８：３０～２２：0０ 

※使用時間を守りましょう 

◎休館日… 12月 29日から翌年 1月 3日 

◎受付時間（休日は除く） 

月～金曜日   ８：３０～17：0０ 

     土曜日   ８：３０～12：15 

◎このような場合は使用できません。 

 ・もっぱら営利を目的とする場合 

 ・個人での利用 

 ・その他、不適当と認める場合 

 

交流館を使用する団体はあらかじめ申請書を 

提出し、許可を受ける必要があります。 

（オンライン予約も可） 

※初めて利用される団体は事前に窓口での 

団体登録が必要です。 

◎        … 使用予定日の 3か月前より申込み可 

（3か月前に当たる日が休日の 

場合は翌開館日） 

※館の事業や地域行事のため、使用できない場合が 

あります。空き状況は直接電話でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

◎このような場合は利用できません 

・もっぱら営利を目的とする場合   

・その他，市長が不適当と認める場合 

 

・受付時間外に使用される場合は，必ず事前に鍵を取 

りに来てください。 

・使用時間は，準備，練習，後片付けなどに要する時間 

 を含みます。 

・使用室の机・椅子などの配列は使用者で行い，使用 

後は元の位置に戻してください。 

・使用中に，建物・付属設備・器具類を破損したときは 

 直ちに届け出てください。 

・ 

☆交流館を使用の際は必ず次の事項を守ってください 

・受付時間外に使用される場合は、必ず事前に鍵の受け渡しについて確認してください。 

スマートロックも利用可能です。 

・使用後は使用会場を元の状態に戻してください。 

・使用後は使用会場を清掃し、ごみは必ずお持ち帰りください。また、使用管理責任者は、 

戸締りと火気の確認をしてください。 

・使用中に建物・付属設備・備え付けの器具等を破損したときは、直ちに届け出てください。 

・持ち込み器具の使用は事前に相談してください。 

・近隣の方に迷惑ですので、道路への違法駐車は絶対にしないでください。 

・ごみやたばこのポイ捨てなど、近隣に迷惑をかけるような行為はしないでください。 

特に夜間の使用の際には、駐車場での談笑はしないでください。 

・その他、職員の指示する事項を守ってください。                  ご理解とご協力をお願いします。 

 

交 流 館 の 利 用 に つ い て の お 願 い 

申請受付
期間 

敷地内禁煙です！ 

交 流 館 の 利 用 団 体 登 録 更 新 に つ い て の お 願 い 

千田交流館を引き続き使用する団体・サークルのみなさんは４月１日～６月３０日の期間に更新手続

きが必要です。更新は毎年度、来館による対面手続きが必要になります。期間内に交流館にお越しいた

だき手続きをお願いいたします。 

※期間内に更新手続きがない場合は、自動的に登録が廃止されます。 

これらのことが 
守られない場合、 
使用をお断りする 
ことがあります 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運動普及推進員】 

【日  程】 7月～来年 2月（月 1回程度）全 8回 

【対象者】 おおむね 20歳～75歳の市民 

【場  所】 福山すこやかセンターなど 

 

【食生活改善推進員】 

【日  程】 6月～来年 3月（月 1回程度）全 12回 

【対象者】 おおむね 20歳～75歳の市民 

【場  所】 福山すこやかセンターなど 

 

※ともに、受講後、推進員として、基本はお住いの地域でボランティア活動ができる人 

【問い合わせ・申込み先】 福山市健康推進課：TEL （084）928-3421 

ご本人が直接お申し込みください。 

【申込み期間】 2026 年（令和 8 年）4 月 1 日（水）～5 月 8 日（金） 

運動普及推進員・食生活改善推進員 養成講座 
～ 一緒に健康づくりの活動をしませんか ～ 

2026 年度（令和 8 年度）受講生募集！ 

小学生が農園体験をする畑や、田んぼのお世話をして 

いただきます。また、こどもたちを指導しながら、一緒に

田植えや稲刈り、芋掘りなどをしていただきます。 

活動日時：毎月第１・第３月曜日 朝 9時～１時間程度 

小学校のばら花壇の草取り、水やり、肥料などをしてい 

ただきます。 ばらを育てたことがない方でも、手入れの

仕方は説明しますので、ご協力お願いします。 

ふるさと盆踊り大会、ふれあい文化祭＆敬老会、とんど

祭り等で、音響機材の運搬や組み立てなどを手伝って

くださる方を探しています。 

 

こども見守りボランティア 

千田小ばら花壇ボランティア 

音響ボランティア 

地 域 で 活 躍 し て く だ さ る ボ ラ ン テ ィ ア を 募 集 し て い ま す 

こども 110番の家 

 

こどもの登下校に合わせて、各地域の指定場所で 

登下校を見守っていただきます。 登校時、下校時 

だけでも結構です。 

見守りに登録しなくても、その時間なら犬の散歩や 

買い物に出かけるときに見守ることができるという

『ながら見守り』でも大丈夫です。 

見守りボランティアに登録された方には、ベストと

帽子の貸与があります。 

 

登下校時に、不審者に声掛けやつきまといをされた

際に、こどもが安心して助けを求められる緊急避難

場所としての役割です。登録された方には、『こども

１１０番の家』の看板を設置していただきます。 

 

地域のどこかで自分の力を生かしたい！地域の役に立ちたい方、大募集!ボランティア活動をしたことが

ない方でも大歓迎です 

Borannthiakatudouwo  

 

 

わくわく農園ボランティア 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーズのナンドックを

初心者の方でも簡単にできるナンドックです。ぜひご参加ください！ 

【日 時】  5 月15 日（金）14：00～16：00 
 

【対象者】  成人一般   

（申込多数の場合は千田学区の方を優先） 

【場  所】  千田交流館 １階 実習室  

【講  師】  ABC クッキングスタジオ講師  

新田 宏美（地域活性化起業人） 

【持参物】  エプロン、布巾、マスク、筆記用具、 

三角巾（大判のハンカチでも可） 

【申込受付】 ４/１７（金）～5/8（金） ※先着 

千田交流館（☎084-955-0023）へ 

 

 

 ‐ 社会教育活動事業② ‐ 

 ＼親子で楽しくお手入れしましょう！／ 

「こどもの歯を育 講座
 

 

 

 

 

 

 

【日 時】   5 月15 日（金） 

10：00～11：00 
 

【対象者】   就学前で幼稚園や保育園に通っていないお子様とその家族 

【場  所】   千田交流館 １階 和室  

【講  師】   健康推進課保健師  歯科衛生士 

【問合せ先】 千田交流館 （☎084-955-0023） 

 

 ‐ 社会教育活動事業① ‐ 

当日は同じ部屋で、 

おもちゃサロンも 

実施しています 

要申込

定 員 

12 名 

※先着 

材料費 

500円 

参加費 

無料

 

 
▶歯磨きって、いつごろから始めればいいの？ 

▶虫歯をつくらないためには、どうすればいいの？ 

▶こどもの歯の手入れ方法がわからない… 

▶歯磨きを嫌がる時の対処法を知りたい！ 

こんなお悩みをすっきり解消！ 

 ‐ 考えよう 税の役割 住みよい社会 ‐ 



 

 

 

 

 

 

◆利用できる人（窓口に来られた人 

または証明が必要な人） 

福山市内に住民登録をし、交流館地域（千田学区） 

に住んでいる人または勤務している人に限ります。 

（ただし、業務用は除きます。） 
 

◆申請時に必要なもの 

   窓口に来られる人の本人確認書類 

   運転免許証・マイナンバーカードなどを 

ご持参ください。 

（代理人が申請する場合は、委任状が必要な場合 

があります。） 

 

◆受付時間 

   月曜日～金曜日 

   （祝日、年末年始１２月２９日～１月３日を除く） 

   ９：００～１２：００ 

 

 
 

 

 

 

 

年間予定のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   取扱証明書 
手数料 

(1通) 

住民票の写し 

（注）住民票コード及びマイナンバー記載のものは除く。 
300円 

住民票の記載事項証明書（電算出力のみ） 

（注）住民票コード及びマイナンバー記載のものは除く。 
300円 

戸籍全部事項証明書（謄本） 450円 

戸籍個人事項証明書（抄本） 450円 

戸籍の附票の写し 300円 

印鑑登録証明書（印鑑登録証が必要です） 300円 

年金現況証明 300円 

所得証明書 300円 

所得（非）課税証明書 300円 

医療機関用証明書 

（健康診査用、高齢者予防接種用、肺炎球菌予防接種用） 
無  料 

2026年度の日程 

4月  9日  

6月 11日  

8月 13日  

10月  8日  

12月 10日  

交流館では市民課・税制課の一部業務を取り扱っています 

※交流館の窓口では住民票コードや個人番号（マイナンバー）が 

記載された住民票は請求できませんので、必要な方は、本庁市

民課及び各支所で請求してください 

次の証明書の受付・交付を行っています。 

※申請内容によっては交流館で交付できない場合もあります。 

マイナンバーカードがあれば 

コンビニでも取得ができます 

（4桁の暗証番号が必要です） 

※つり銭のいらないように

ご協力をお願いします。 

▶２０２６年度をむかえて～ 

本年度も、交流館事業である、まちづくり活動、

生涯学習、人権啓発の推進、各種相談業務、 

住民の交流促進はもとより、千田のまちづくりの

根幹である「住みつづけたい・帰ってきたいまち、

住んでよかったといえるまち」づくりの拠点となれ

るよう、学区の皆様と連携・協力し、共に歩んでい

きたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

千田交流館 職員一同 

 

  偶数月 第 2木 曜日  

14：00～15：00 

千田交流館 １階 和室 

 
 

 

  介護や医療のことや、「どこに相談すればいいかわからない」

というお悩み包括支援センター三吉の職員が相談に乗ります。 

申込は不要です。お気軽にお越しください。 
 

 


